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衆
議
院
議
員
山
口
俊
一
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提
出
学
位
規
則
に
関
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る
質
問
に
対
す
る
答
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書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
四
国
大
学
に
お
け
る
事
案
（
以
下
「
本
件
事
案
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
文
部
科
学
省
に
お
い
て
、
御
指

摘
の
新
聞
報
道
が
あ
っ
た
本
年
十
一
月
十
日
に
、
四
国
大
学
か
ら
事
実
関
係
を
聴
取
し
、
四
国
大
学
の
教
授
二
名
が
、
博
士

論
文
を
提
出
す
る
こ
と
な
く
博
士
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
、
四
国
大
学
に
対
し
、

詳
細
な
事
実
関
係
の
調
査
の
結
果
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
再
発
防
止
策
を
含
む
大
学
の
対
応
策
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
五
に
つ
い
て

大
学
が
行
う
学
位
授
与
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
及
び
学
位
規
則
（
昭
和
二
十

八
年
文
部
省
令
第
九
号
）
並
び
に
各
大
学
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
各
大
学
が
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
に
お
い
て
厳
正
に
行
う

べ
き
も
の
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
と
し
て
は
、
各
大
学
に
対
し
、
平
素
か
ら
厳
正
な
学
位
審
査
体
制
の
確
立
を
求
め
て
い
る
。

学
校
教
育
法
で
は
、同
法
及
び
学
位
規
則
の
規
定
に
違
反
し
て
学
位
を
授
与
し
た
場
合
の
罰
則
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、

文
部
科
学
省
に
お
い
て
は
、
学
位
授
与
に
関
し
法
令
違
反
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
大
学
に
対
し
、
自
主
的
な
改
善

一



を
求
め
る
な
ど
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、四
国
大
学
以
外
の
大
学
に
お
い
て
本
件
事
案
と
同
様
の
事
案
が
発
生
し
て
い
る
と
は
承
知
し
て
お
ら
ず
、

お
尋
ね
の
よ
う
な
調
査
を
行
う
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

ま
た
、
国
か
ら
四
国
大
学
に
対
し
て
は
、
平
成
二
十
一
年
度
中
、
合
計
四
億
五
千
百
六
十
万
九
千
円
の
補
助
金
等
を
交
付

し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
補
助
金
等
の
交
付
に
伴
う
監
督
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
七
十
九
号
）
等
に
基
づ
き
適
切
に
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
三
日
に
高
井
美
穂
文
部
科
学
大
臣
政
務
官
並
び
に
大
臣
官
房
総
務
課
職

員
一
名
及
び
高
等
教
育
局
学
生
・
留
学
生
課
職
員
二
名
が
四
国
大
学
の
就
職
支
援
担
当
部
署
と
の
意
見
交
換
等
の
た
め
に
、

平
成
二
十
一
年
十
二
月
八
日
に
山
下
和
茂
初
等
中
等
教
育
局
教
職
員
課
長
及
び
同
課
職
員
二
名
が
四
国
大
学
に
お
け
る
教
員

免
許
の
認
定
課
程
に
係
る
実
地
視
察
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
公
務
と
し
て
四
国
大
学
を
訪
問
し
て
い
る
。 二


